
問 保健福祉課福祉係☎（288）3861

対 村内在住で、70歳以上の方（来年３月31日までに70歳になる方を含む）

　神奈川中央交通㈱が販売している「かなちゃん手形（高齢者バス割引乗車券）」の購入費を助成します。

対 高齢者バス割引乗車券購入費助成事業の対象者で、平成31年４月１日以降かつ、
満70歳となる年度以降に所有する全ての運転免許証を自主返納された方

手続き方法（今年度初めて助成を希望される方）

高齢者バス割引乗車券購入費助成事業 かなちゃん手形（１年券）の購入費のうち7,000円を助成

高齢者運転免許証自主返納者支援事業 かなちゃん手形（１年券）の購入費の全額を助成

おでかけ支援と事故防止おでかけ支援と事故防止
70歳以上の皆さんのバス運賃を助成70歳以上の皆さんのバス運賃を助成

①保健福祉課で申込み

昨年度から継続して購入費助成を希望される方

申込み期間は、6月３日（金）～8月31日（水）
申込書は保健福祉課で配布
※本人確認書類をご用意ください。
　（マイナンバーカード、運転免許証、保険証など）

③サービスセンター窓口で
　乗車券を購入
購入場所は、神奈川中央交通㈱
 ・本厚木駅前サービスセンターまたは
 ・伊勢原駅前サービスセンターです。
※購入費自己負担分3,800円のほか、保
　健福祉課が発行した確認証、顔写真
　（2.5㎝×2.5㎝）1枚をご用意ください。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、昨年度に本助成事業をご利用された方には、６月上旬に「確認証」をご自宅
へ送付します（保健福祉課窓口への申込みは必要ありません）。
　なお、昨年度と同様に、保健福祉課への申込みの際の「顔写真」の貼付は不要です（ただし、神奈川中央交通㈱で乗車券を購
入する際には、「顔写真」が１枚必要です）。また、例年実施しています「ひかり根っ人きよかわ」による顔写真の出張撮影は 今
年度もありません 。

②保健福祉課で「確認証」を受取る

手続き方法

①所有する全ての免許証を返納
厚木警察署または二俣川運転免許センターで
自主返納してください。
　 厚木警察署☎（223）0110

④サービスセンター窓口で
　乗車券を購入
購入場所は、神奈川中央交通㈱
 ・本厚木駅前サービスセンターまたは
 ・伊勢原駅前サービスセンターです。
※保健福祉課が発行した確認証、顔写真
　（2.5㎝×2.5㎝）1枚をご用意ください。

②「申請による運転免許の取消通知書」
　「無効確認を受けた運転免許証」を
　受取り、保健福祉課に提示

③保健福祉課で「確認証」を受取る

・運転免許証の更新手続きをしないことで失効となった方は対象外です。
・運転免許証自主返納者支援事業に限り、償還払いによる補助申請を受け付けます。
・運転免許証を自主返納された方への全額補助は２年間です。２年目の方には「確認証」をご自宅へ送付します。

問

6月21日～8月31日販売分

870 歳以上の皆さんのバス運賃を助成

きよかわ元気応援券（第３弾）の利用期間について

村では、新型コロナウイルス感染拡大により、疲弊した消費を回復させ、さらに村民の皆さ
んに「新しい生活様式」を取り入れていただくため、「きよかわ元気応援券（商品券）」を配布いたし
ました。利用期間は、令和４年６月30日（木）までとなっています。お手元に商品券をお持ちの
方は、お忘れのないようご利用ください。　　　　
なお、利用期間を過ぎますと、商品券は無効となり利用できません。また、商品券の返金や
払い戻し、換金は致しかねますので、ご利用忘れのないようご注意ください。

問

住民の皆さんへ

商品券の換金につきましては、「清川村役場産業観光課」が窓口となります。
また、換金ができる期間は令和４年７月29日（金）までとなっています。期日を過ぎた商品券
は無効となりますので、まだ換金請求を行われていない事業者の方につきましては、お忘れの
ないよう換金請求を行ってください。

事業者の皆さんへ

産業観光課商工観光係☎（288）3864

岩澤敏雄さん（新屋敷）が
旭日双光章を受章

岩澤敏雄さん（新屋敷）が
旭日双光章を受章

新屋敷地区にお住まいの岩澤敏雄さ
んが旭日双光章を受章され、５月９日、
神奈川県知事から伝達されました。
岩澤さんは、長年にわたり村議会議

員として活躍し、その功績が認められ
ました。
総務課管理係☎（288）1212問

受章された岩澤さん受章された岩澤さん

令和４年春の叙勲

日

場

内

問

環境美化活動にご協力をお願いします。

クリーンキャンペーン・
ヤマビル駆除

クリーンキャンペーン・
ヤマビル駆除

6月12日（日）
午前8時30分から
※予備日6月19日（日）
※当日の午前８時に実施の有無を防災行
　政無線で放送します。
※予備日が雨天の場合は中止とします。
自宅周辺の道路など
①不法投棄された可燃ごみや不燃ごみの
　収集
②県・村道沿いの雑草や支障木の除去
③ヤマビル駆除（実施する自治会には殺ヒ
　ル剤と噴霧器を貸し出します。）
産業観光課商工観光課係
☎（288）3864

9 お知らせ村政情報室




